
監査

特別寄稿

会計監査の使命の根幹となる「公

益」（PublicInterest、以下「PI」と

いう。）という概念は国際的にはき

わめて重要なものであり、それをめ

ぐる議論が2010年前後に盛んに行わ

れた。その背景には、2000年代に入っ

た途端にエンロン事件に代表される

大規模な企業の不正会計問題が発生

し、会計監査の改革が俎上に載った

という事情がある。これを契機に、

それまで地味な議論であった理念・

使命に対する関心が高まり、さらに、

2008年の国際的な金融危機（GFC）

が社会・公共的な使命に係る監査の

本質に触れる形で会計監査の改革論

議に拍車をかけたという経緯がある。

しかし、日本でのPI論議はあまり盛

り上がらなかった。筆者の感触では、

若い世代の会計士には（日本公認会

計士協会（JICPA）のタグラインに

出てくる）「PublicInterestとは何の

こと？」といぶかしく思う人が多い

のではないかと思う。

このPIに類似したものとしては、

commongood、publicgood、public

benefit、generalwelfare等があり、

おそらく、1970年代までは欧米でも

統一的な用語法に欠けていたように

思われる1。そして、公的部門と民

間部門の並立を前提に、民間の市場

メカニズムの過程で派生した経済社

会の欠陥（非効率や不平等等）を是

正するときの指針となる概念として

落ち着いていったのが1970年代以降

ではなかろうか。会計監査の分野で

いえば、国境を越えるような企業活

動とその利害関係者との間のミスア

ジャストメントを規制なり基準・標

準化なりで調整していくメカニズム

として整備されてきたのが1970年代

から80年代にかけてであり、それは

ちょうど、国際会計基準審議会

（IASB）の前身である国際会計基準

委員会（IASC）や 世界会計士連盟

（IFAC）の出現と呼応しているよう

に思われる。

同時に、PIは、会計監査の分野以

外に、交通・通信等の基礎的な需要

を満たす公共セクターを念頭に置い

たものもあり、特許や独占・寡占の

もたらす問題対処の際のPIもある。

環境問題対策や教育言語の選択の際

のPI論議もある。要するに、PIの概

念は、蛇行した河が整理され、いく

つかの分流となってきているのが今

日の状況であろう。

その意味するところは、会計監査

の分野のPIの概念は会計監査の置か

れた状況で理解する必要があること

である。そして、他の分野のPIの概

念はその状況で別途理解する必要が

ある。おそらく、PIに共通する点は、

民間部門の活動に全体的な利害得失

を考慮して公的な立場の介入がある

という点であろう。あるいは、需給

に譬えていえば、需要者一般の正当

な期待に供給者が応えきれないとき

に、独立的な立場からの介入等によ

り需要者を考慮した形で調整が行わ
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Ⅳ

会計監査と公益：

その使命は被監査企業との

契約を越えたところに
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Ⅳ．会計監査と公益（最終回）
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れることであろう。

別途、日本の問題として、PIをめ

ぐる国際論議を日本の文脈において

どう受け止めるかという課題がある。

2007年にJICPAから示されたPIの概

念は、その定義として公認会計士法

の第１条を前提にしている2。2010

年前後の国際的な論議は、そのPIを

担う使命（資本市場において独立の

第三者（会計監査人）が監査意見表

明を行うことにより財務諸表に信頼

性を付与すること）をグローバル化

した経済社会の文脈の中でもう一度

考えてみようとするものであり、後

述するように、体系的な側面を持っ

ていた。

確かに、日本の会計監査制度は、

2000年以前のレジェンド問題等で悩

まされた状況とは異なり、2000年代

に入ってからは国際的な動きに機敏

に対応してきており、テクニカルな

監査基準等の国際論議に齟齬をきた

すことはなくなった。しかし、当時

の国際的な監査論議がそもそも論で

あるPIの概念に焦点を当てて盛り上

がり、日本国内でも監督当局や国際

関係者等がPIの使命論という「笛」

を吹いたにもかかわらず、個々の実

務関係者の段階ではこれに合わせて

「踊る」という動きはなく、会計監

査のテクニカルな問題意識にとどまっ

ていたのではなかろうかという気が

する。

これは、日本人関係者がこれまで

の国際的なPI論議をどこまでキメ細

かくフォローしてきているかという

疑問にもつながる。会計監査の問題

に携わる者は、証券監督者国際機構

（IOSCO）、監査監督機関国際フォー

ラム（IFIAR）にしても、公益監視

委員会（PIOB）、IFRS財団にしても、

また、IFACのような国際的な民間

協会にしても、その使命がPIのため

にあることをさまざまな形で声明し

ていることからも明らかなように、

PI論議を踏まえて、直面する諸問題

に対処している。特に、会計監査制

度を揺るがすような問題が生じたと

きには、PIに照らしてどこに焦点が

あるかを明らかにして議論を進める

のが基本になる。欧米人は思考が体

系的である場合が多いが、そういう

意味からも、これまでのPI論議を十

分に踏まえておく必要があろう。

なお、日本ではPIをどう訳すかと

いうテクニカルな問題がある。訳語

として「公益」を定着させることも

十分考えられる。一方、JICPAは、

2007年に「公共の利益」という表現

を採った。他方、日本での「公益」

という表現には、公益法人に示され

るように、学術、技芸、慈善その他

の公益に関するものであって、不特

定かつ多数の者の利益の増進に寄与

するものという含意もある3。筆者

は、PIの概念の国際的な浸透を考慮

すれば、「パブリック・インタレス

ト」というカタカナ表示が適切では

ないかと考えている。

以下では、上記の観点から、PIを

めぐる問題を会計監査の分野に絞り、

�近年の国際的な会計監査分野のPI

論議の特徴、�2011年から2012年に

かけてのPIOBとIFACのPI論議、�

テクニカルな問題として国際会計士

倫理基準審議会（IESBA）で従前か

ら取り上げてきたPIE（PublicIn-

terestEntities、（現在の日本語で

の対応語は「大会社等」））の概念と

の用語上の違いを述べた後、「おわ

りに」で今後の若い世代の会計士の

１つの姿を描いてみたい。

１．PIの概念の交通整理

PIの定義について、まず「一般論」

から始めようという会計監査関係者

の問題提起に対して、筆者は「タマ

ネギの皮むき論」でこれを批判した

ことがある。要するに、抽象的なPI

論議は、タマネギをむくようなもの

で芯（PI）は出てこない、その過程

で、むいている本人のみならず周囲

の人たちも涙を流すようなものだと

いう趣旨である。よい例は、ギリシャ

文明からカント哲学に至る「真・善・美

（Truth、Goodness、Beauty）」を定義

しようとする不毛な（？）議論がある。

多くのPIOBメンバーはその点を

十分に理解していた。すなわち、

PIOBにおけるPIの議論は、エンロ

ン事件等の会計監査の大事件を経た

2003年のIFAC改革の文脈（PIを使

命とする会計監査のガバナンス体制

等の見直し）に沿い、資本市場を前

提に企業の財務情報の信頼性が確保

され、それが利用者に的確に伝達さ

れていくことを中心に進められなけ

ればならないという見解である。

ただし、2003年のIFAC改革の議

論は、「PI在りき」の前提から出発

しており、PIについての明確なコン

センサスを明記したものはなかった。

当時、既にIFACはPIの重要性を謳っ

ていた。そのIFACもPIの概念の定

義は必ずしも確立していなかった。

もっとも、1980年代以降、企業の

会計不正への対処、基準化の必要性、

コーポレート・ガバナンスの欠陥へ

の対処、（価格・評価等の）市場の

欠陥（marketdeficiencies）への対

処等の視点を踏まえて、投資家を含

む多様な利害関係者の期待を担って

PI論議に取り組もうという関係者の

動きはあった。筆者は、PIOBの議論

の中で上記のようなPI論議を整理し
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ていく必要を主張していたが、幸い、

IFAC改革の動き以降、IFACがスタッ

フを使って全体的なサーベイを目的

とするプロジェクトを始めていた。

その成果は、2012年６月のIFACの

運営ポジション声明（PolicyPosi-

tion5：ADefinitionofthePublicIn-

terest）の 付属文書“Appendices”

となった4。そこでは、歴史的な論

議の背景とともに、会計監査の分野

に即して重要な研究論文、また、会

計監査の国際的な主要団体・協会と

ともに、国連や経済協力開発機構

（OECD）のレポート等が取り上げ

られている。このサーベイは、筆者

の理解では未整理の分野に一歩踏み

入れた貴重なものである。

いずれにせよ、PI論議は、2010年

のIFAC改革のレビューが行われた

翌2011年から2012年にかけてピーク

に達した。会計監査関係の主要な国

際組織・団体・協会等は、改めてPI

の定義を含めこれをめぐる論議を展

開した。PIの概念にとりわけ強い関

心を持つPIOBは2011年５月の年次

報告書で（2005年以降の議論を踏ま

え）改めてPI論議の整理を行った。

翌2012年６月には、IFACも上記の

PolicyPosition5を公表した5。

２．2011年から2012年にかけての

PIOBとIFACのPI論議

2－1．PIOBのパブリック・レポー

ト（年報）と2015年９月のワーク

ショップ

PIの概念に関するPIOBの議論は、

2006年５月以降、毎年出されるパブ

リック・レポート（AnnualPublic

Report）で取り上げられている。た

だ、PIの定義については一歩控えた

ポジションから出発した6。第１回

から第５回のパブリック・レポート

では、PIを推進していくため（to

furtherthepublicinterest）の主要な

要素（element）を明確にすること

に努め7、第６回のパブリック・レ

ポートでは、PIについて、次の３つ

の視点を踏まえて“benefit”（コス

トが明白な場合には「ネット」ベー

スのもの）を考える必要があるとし

ている8。すなわち、・ThePIOBbe-

lievesthataccountancyservicesarein

thepublicinterestiftheycreatenet

benefitforthepublic.Thisstatement

raisesseveralquestions:① Whatare

accountancyservices?② Whois・the

public・（and・interest/benefit・）?③

Howdo（can）accountancyservices

benefitthepublic?・

そして、会計の定義に簡単に触れ

た後、①会計監査の業務とは何かに

ついて、簡潔に ・Accountancyserv-

icesinclude,inonewayoranother,

thepreparationoffinancialaccounts-

includingprovidingassuranceontheir

quality.・と述べた後、②PIのP・pub-

lic・とは誰かについて「thepublicin

generalから出発して焦点をある程

度はっきりさせる必要がある」と

し9、また、I・interest/benefit・とは

何かについては、「publicwelfareの

中で特にfinancialwelfareの増進」

とするとともに、③どのようにして

PIがもたらされるかについては、

「会計監査によってもたらされる信

頼できる財務情報を提供することで

あり、監査が重要な役割を担う」と

している10。PIOBの観点からすれば、

この第６回のパブリック・レポート

の明快な内容が最も重要である11。

第７回から第８回のパブリック・

レポートは、それぞれ、PIを確保す

るためのPIOBの監視におけるデュー・

プロセスの重視、PIを確保するため

の監視モデルの改善のほかには特に

新たな議論を展開していない。そし

て、2014年の第９回パブリック・レ

ポートは、（経済学でいう）「公共財」

（publicgoods）の役割を果たしてい

る（会計基準及び）監査基準と並ん

で倫理基準と教育基準の重要性に言

及している12。

筆者が退任した６か月後の2014年

９月に、PIOBは「PIワークショッ

プ」をニューヨークで開催した。そ

の構想は2013年以前からあったが、

どういう形にするかについて議論が

まとまらなかった経緯がある。PIの

定義というそもそも論については、

前述したように筆者は「タマネギの

皮むき論」で批判した。PIOBと基

準設定審議会の独立性の確保を重視

する議論も出た。結局は、PIにさら

に貢献するために、会計監査人の職

業的専門家としての倫理観の重視等

とともに13、PIの観点からさまざま

な意見を反映することが期待されて

いる諮問助言グループ（CAG）の

機能拡充が重要であることが強調さ

れた模様である14。

2－2．IFACの論議

IFACは、IFAC改革の見直しが行

われた2010年に、IFACの諸政策・

活動の基盤となるPIの考え方の体系

化を図るべく、・APublicInterest

FrameworkfortheAccountancyPro-

fession・の運営ポジション資料（pol-

icypositionpaper）の作成に取り組

んでいた。そこでは、PIとは「会計

監査人が提供するサービスによって

すべての人々（allindividualsand

groups） が享受する共通の便益

（commonbenefit）」とされた。また、

これに伴う会計監査人の責任は「財

務報告の健全性等への貢献」等の便

益を含むPIを保護することにあると

された。
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運営ポジション資料の公開草案に

は多くのコメントが寄せられた。資

本市場との関係をもっと強調すべき

ではないかというIOSCOのコメント

があった15。その他、多くの会計監

査の関係団体・協会等からもコメン

トが寄せられた。PIOBは、2011年

５月の段階でPIOB自身のPIの議論

を第６回パブリック･レポートで明確

にしたばかりであり、立場の異なる

IFACのPI定義論へのコメントを差

し控えた（PIOBとIFACの議論の相

違等については次の2－3．で述べ

る。）。結局、IFACの運営ポジショ

ン声明は、2012年６月に要旨、本体

及び、付属文書の３点セット（IFAC

PolicyPosition5:ADefinitionofthe

PublicInterest）として公表された。

しかし、その内容は決して単純では

ない。

そこでは、IFACの観点からのPI

は、・Thenetbenefitsderivedfor,and

proceduralrigoremployedonbehalf

of,allsocietyinrelationtoanyac-

tion,decisionorpolicy.・というよう

に ・benefit・と ・proceduralrigor・

に着目した実務的な定義であり、

IFACの役割に即したものであるこ

とを強調した上で、・thepublic・を

広義にとらえ、次いで、・interests・

を財産所有権等の諸権利、自由な経

済行動等の広義のものとしてとらえ

ると同時に、不利益行為等からの保

護と位置付けている16。このような

PIの一般論から、会計監査の職務に

ついて ・Theaccountancyprofession

helpsrealizecertaininterestsofsoci-

ety,manyofwhichareeconomicin

natureandrelatedtotheefficient

managementofresources.・と述べ、

さらに、会計監査に係る具体的な

・interests・を次のように列挙してい

る。すなわち、「市場経済の確実性

の増大、財務・非財務情報の報告の

健全性、クロス・ボーダーの比較可

能性、適正な公共支出における政策

判断、コーポレート・ガバナンスの

健全性、資源利用の効率性」等への

貢献がそれである。

そして、これらの（PIのうち会計

監査に係る）・interests・については、

個々の会計士としてPIに根差した健

全な対応、及び、会計監査人の監査

の業務遂行における関係者等との有

効な討議（communication）という

２つの主要な責任を挙げるとともに、

会計監査における７つの義務（倫理

基準の適用、監督当局への協力、ク

ロス・ボーダーの比較可能性の追求

等）を列挙している。

さらに、PIを目的とする場合には、

中小企業への配慮から ・proportion-

ality・17の考え方を取り入れるととも

に文化的相違等にも配意すべきであ

る等の議論を展開している。このよ

うな認識の下で、IFACを含む会計

監査関係者によるPIのための活動、

判断、政策等は、費用・効果アプロー

チの観点から評価される（assess-

mentofcosts/benefits）とともに、

透明性、説明責任、独立性、資格能

力、デュー・プロセス、パブリック・

コンサルテーション等を含む包括性

（participation）のプロセスの評価

（assessmentofprocess）を通じて評

価されるべきであるとしている。

2－3．両者（PIOBとIFAC）の比較

PIをめぐるサーベイについては、

前述のIFACの「運営ポジション声

明」の付属文書にいくつかの会計士

協会のレポート、専門誌、会計学者

の論文等が掲記されているので、関

心のある読者はそれぞれのPI論議に

ついてそれを参照されたい。本稿で

はPIOBとIFACの議論の比較を通じ

て、デリケートな側面を明らかにす

ることとしたい（以下の議論は、

PIOBとIFACのペーパーの厳密な比

較を前提にしてはじめて理解できる

点に留意する必要がある。）。

両者のPIの一般論は似たような内

容になっており、会計監査に焦点を

絞った場合にはそれほど大きな差異

があるわけではない。すなわち、何

らかの社会経済的な（ネットベース

での）便益をPIとしてとらえ、便益

がもたらされる過程において透明か

つ民主的なプロセスを経ている必要

があること、そして最終的な受益者

が社会・一般市民である、という基

本では同一方向である。しかし、具

体論では立場の相違等を反映して以

下のようなニュアンスの差が生じている。

� PIをどのようなステークホル

ダーを中心にとらえるかという問題

がある。PIOBの議論は、会計監査

自体のPIをどのように考えるかとい

う観点から出発しており、監査基準

等の設定・改訂を重視する立場から、

PIの最終受益者のとらえ方は具体化

（セグメント化）してはじめて監査

基準等のPI論議が的確なものとなろ

うとしている。これに比べ、IFAC

の議論はIFACの活動・政策を検討

する際の指針を明らかにするという

観点から出発しており、PIの受益者

・public・のとらえ方は一応その構

成グループの違いはあるとしつつも、

PIへの貢献という基本的責務では同

一（thereisafundamentalobligation

fortheprofessiontoactinthepublic

interestregardlessofitsproximityto

thesedifferntgroups）という抽象論

に立っている。このような議論は、

IFACの運営方針や外延的な議論に

は参考になるが、具体的な監査基準

会計・監査ジャーナル No.719 JUN.201536



監査

等の設定においてはあまりにも広義

すぎる（漠然としている）のではな

いかという疑問が残る。

� �と同様、PIの受益者のとら

え方に関連するが、PIがもたらされ

る場合、PIOBの立場は、漠然とし

た受益者一般へのPI論議というより

も、直接的に大きく影響するセグメ

ントはどこかを念頭に置きながらPI

のファンダメンタル的な側面を的確

に把握し、それを切り口として議論

を進める必要があるというものであ

る。換言すれば、IFACのいうよう

な費用・効果アプローチは、漠然と

した議論に陥る可能性がある。なお、

この問題は、MG-PIOB-SSBsの三層

体制においてSSBsに並行して論点

を提起し議論するCAGのメンバー

構成と範囲にも大きく関係する18。

� IFACのスタンスは、会計監

査におけるPIを考える場合、受益者

サイドの文化的なり倫理的なりの差

異を考慮する必要性を指摘している

が、これは受益者サイドの話であっ

て、監査基準等の設定段階ではあく

まで、筋の一貫した基準の確立が前

提となろう。換言すれば、適用・実

施においては受益者が置かれた環境

等を配慮する必要があるとする議論

は、別次元の問題ではないだろうか。

� IFACはそのフレームワーク

の中でコンプライアンス諮問パネル

（CAP）をして監査基準等の採択・

実施が有効に行われているかどうか

をモニターし、指導し、その結果を

査定させる体制を採っている

（adoption/implementation、monitor-

ing/evaluation）。PIOBは、この側面

がPIへの貢献という意味で重要であ

るとの立場から関係者間の密接な連

携の必要性を指摘しているが、

IFACのPI論議はこの問題にほとん

ど言及していない。

� IFACのPI論議における会計

監査関係者の責任と義務（２つの主

要な責任と７つの義務）の議論は、

PIの一部であるかのように書かれて

いるが、この責任と義務はPIを達成

するためのインプットであってPIの

構成要素とする議論の立て方には疑

問がある。

上記�から�のようなデリケート

な議論は、会計監査の日常的な議論

においては直接的には影響してこな

い。したがって、ほとんど無視され

ることになろう。しかし、このよう

な比較は、PI論議の的確な方向等に

寄与する所があるのではないだろうか。

いずれにしても、日本の場合、監

査論の主要なテキストをみると、上

記のようなPIの議論に触れたものは

ほとんどなく、大部分が2003年の公

認会計士法の改正で明確にされた公

認会計士法の第１条から出発してい

る。しかし、欧米の関係者、特に会

計監査の指導的な立場に置かれた人々

は、2000年代の会計監査の改革論議

において、PIの視点から対監督当局、

対被監査企業等との関係について論

理的な枠組みの問題に取り組み、そ

れを踏まえた議論を展開してきてい

る。幸い、日本の公認会計士法第１

条は国際的な議論のフレームワーク

に沿った内容になっている。しかし、

だからといって、同法第１条だけで

国際論議に臨むのは、あまりにもナイー

ブすぎるのではないかと思われる19。

３．PIE（PublicInterestEntities）

との関係

PIの本質論ではないが、国際論議

においてPIの用語法に係る問題に触

れておきたい。これは、・PublicIn-

terestEntities・（PIE）であり、結論

からいえば、上記2－1．から2－3．

で述べたPI論議とは直接的な関係が

ない。強いて共通点を探すとすれば、

PIが内含する・awiderangeofstake-

holders・という要素だけのように思

われる。

IESBAの倫理基準の議論では、PI

が「（ある企業の）社会的影響度が

高い、すなわちステークホルダーが

広範（多数かつ多岐）に及ぶ」とい

う意味の概念としてとらえられ、そ

ういった企業に着目して会計監査の

独立性が厳しく求められるという意

味でPIEの用語法が採られた20,21。要

するに、事業規模が大きく、株主以外

の預金者、保険契約者、社債保有者等

をも視野に入れて監査業務を実施す

る会計監査人の独立性について厳し

いルールを適用することとしてきた。

上記が第一段階だとすれば、第二

段階は（本稿第３回で述べた）国際

監査・保証基準審議会（IAASB）に

おけるKAM（監査人が監査過程で

重要と判断した事項 ・KeyAudit

Matters・）の審議において被監査企

業の適用範囲をどうするかが問題と

なったときだった。IAASBはPIEと

することを提案したが（2012年）、

PIEの定義について合意が困難だっ

たために、2015年１月に公表された

ISA701においては上場企業（pub-

liclylistedcompanies、以下「PLC」

という。）を対象とすることとされ

た22。ただ、各国の法令等によって

（KAMに係る）ISA701の適用対象を

拡大することは可能であり、また、

IAASB自身もISA701の適用開始後

（2016年12月から適用）にPLC以外

にも適用対象を拡大する検討の余地

を残している。

このような議論が進む中で、欧州

連合（EU）では、2014年６月に会

計監査に規制に関するディレクティ
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ブ（指令）を発出してPIEに関する

再定義（金融機関を明示的に取り込

む等）を行い、加盟国の具体的な整

備を行った。日本では、社会的影響

度を考慮して、JICPAが公認会計士

法上の大会社等の定義を引用する形

でPIEの範囲を決定しており、この

大会社等に対して監査を行う場合は、

（会社法監査であるか金融商品取引

法監査であるかにかかわらず）監査

人に関する厳格な独立性ルールが適

用されることになっている。具体的

には、公認会計士法上の大会社等は、

金融商品取引法により監査が要求さ

れる企業（上場会社等）と、非上場

企業のうち大規模な企業（資本金

100億円以上又は負債総額1,000億円

以上）、及び銀行、保険会社等の主

要な金融機関が該当する。

国際的に「PI論議」が展開された

のは、IFAC改革の５年経過の見直

し（effectivereview）が行われた時

期（2010年）に前後していた。その

背景については本稿第４回の冒頭に

述べたが、要するに、IFAC改革の

主要な動機であったPI重視の再燃と

いうことに尽きる。

筆者は、８年近い国際委員会活動

を通じて、会計監査制度が人間の経

済活動を律する上でインフラの中で

も最も基礎的な部分を担う知的公共

財であり、ソフト・ローを基本とし

つつもさまざまな公的規制と倫理観

に支えられて制度的なフレームワー

クを形成していることを実感した。

同時に、その今日的な意味での歴史

は意外に短いことも知った。

株式会社の歴史を仮に400年とす

れば、最も古いといわれているアム

ステルダム証券取引所が設立された

のが1602年（常設化は1611年）、そ

して、会計監査の必要性を迫る背景

となったフランスのミシシッピ事件

と英国の南海泡沫事件は1720年前後、

その後、株式会社の法的整備を図ろ

うとした英国の1844年株式会社登

記法（ActforRegistration,Incorpo-

ration,andRegulationofJointStock

Companies）が、株式会社の設立を

簡便にするための準則主義の導入

（従来の特許状申請から登記手続へ

の転換）とともに会計・監査関連規

定の導入等をもたらしたといわれ

る23。この解釈に従えば、企業に対

する近代的な会計監査はわずか170

年の歴史ということになる。

この間、会計監査の対象となった

この株式会社は、最近でもコーポレー

ト・ガバナンスを要請されざるを得

ないほどのじゃじゃ馬の本性を持っ

ていることがますます明らかになっ

てきた。一方では、ダイナミックな

経済の発展に欠くことのできないダ

イナミックなビジネス・モデルであ

ると同時に、他方では、過度のリス

ク・テーキングを行う場合に轡（く

つわ）が効きにくいものでもある。

会計監査は往々にしてそれに振り回

され、同時にPIも吹き飛ばされる。米

国に比べ歴史的な厚みと落ち着きが

あるといわれてきた欧州という経済環

境においても、これは避けられなかった。

米国においては、多くの不正な証

券取引を伴った世界恐慌の後に証券

取引委員会（SecuritiesandExchange

Commission、SEC）がスタートした

のは1934年である。その後、1960年

代から1970年代における企業破綻の

頻発を通じて明らかになった各種の

不正会計、監査訴訟の多発を背景に、

1970年代の（米国公認会計士協会

（AICPA）が設置した）コーエン委

員会（CommissiononAuditors'Re-

sponsibilities、1974年から1978年）

の審議と米国議会による調査、SEC

による強力な指導、1980年代のAICPA

主導のトレッドウェイ委員会

（TreadwayCommission、1984年から

1987年）とその提案を行うトレッド

ウェイ委員会支援組織委員会（Com-

mitteeofSponsoringOrganizationsof

theTreadwayCommission、いわゆ

る1987年から1997年のCOSO）の動

きもあったが、2000年代に入ってエ

ンロン等の大規模な会計不正問題に

直面した。不正会計の問題は米国に

ととまらず、欧州にも及んでいた。

米国とカナダがラテン・アメリカ

諸国の資本市場育成を目的として発

足させたIOSCOの前身が今日の国際

的な機構（証券監督者国際機構）と

なり、資本市場等に係る原則・指針

等のルールの策定等において国際的

に指導的な役割を果たすようになった

のは、1980年代後半以降のことである。

その意味では、現代的な会計監査

の歴史は50年程度という短いもので

ある。短いけれども、さまざまな改

革が図られてきた。同時に、歴史の

短さと鵺（ぬえ）のような抜け目な

い人間の経済行動を考えれば、今後

とも相当の改革を覚悟しなければな

らない。これまでは、企業の大きな

会計不正のスキャンダルの後に改革

論議が（禁酒禁煙の再三にわたる宣

誓のように）湧き上がることが繰り

返されてきた。おそらく、この経験

則はこれからもしばらくは消えない

のではないだろうか。米国のように

1960年代以降さまざまな批判・非難

を浴びてきた会計監査ですら、2000

年代に入ったときに惨めな姿を露呈
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した。PIの概念が会計監査の世界に

深く根付くためには、どのような具

体的な方途があるのだろうか。

また、筆者は、PIOBでの委員会

活動を通じて、2000年代に入ってか

らは、特に金融セクターが経済全体

のみならず会計監査においても撹乱

的な存在であったことを実感した。

国際的にみれば、日本の金融機関は

1990年代の苦難を踏まえて比較的節

度のあるものだったが、欧米の少な

からずの金融機関は、シャドー・バ

ンキング部門を含めて節度を大きく

超えた行動に走っていた実情を露呈

した。その過程で弁護士、会計士、

そしてコンサルタント等は、その動

きをそそのかすような振る舞いを行っ

ていたことが十分想像できる。金銭

的な動機に支配され「失われたPIの

時代」が続いていたというのは言い

すぎだろうか？ 2010年代はそのシッ

ペ返しの時期に当たっている。監督

当局から重いペナルティを課せられ

身動きが鈍化せざるを得なくなった

のは金融セクターだけではなく、会

計監査関係者も否応なく改革に向か

わざるを得なくなった。有能な若者

は金融ビジネスに魅力を感じなくなっ

てきている。会計監査部門はどうな

のだろうか？

一方で、 英国勅許会計士協会

（ACCA）のレポートが示すように24、

会計監査人に対する社会的な評価は

かなりよいとする見方がある。他方

では、2015年２月のウォーレン・バ

フェット氏（Mr.WarrenEdward

Buffett）のように、会計監査人は

「手数料稼ぎの部類」とする辛辣な

評価もある25。おそらく、日本の場

合は、（筆者の限られた４年の内外

の証券監督行政を含む15年の金融行

政の経験からすれば）好評価と辛ら

つな評価の中間で、2000年以前はバ

フェット氏の辛辣さでも甘すぎるが、

しかし、2000年以降になって監査が

ようやく厳格化の方向に向かいだし

たような印象を受ける。

今後の会計監査の在り方について

議論することは、１つの重荷をよう

やく降ろし終えたIAASB等の監査基

準関係者、独立性の難問の１つにこ

れから対処しようとするIESBA等の

倫理基準関係者、そして改訂作業を

終えたばかりの教育基準関係者には

やや過酷に響くかもしれない。それ

ぞれの基準審議会（SSBs）の目の

前には、既に当面の運営方針を示し

た戦略プログラムに盛り込まれた課

題がある。しかも、会計監査人の基

本的なポジションは企業の作成した

財務諸表の証明（適切か非適切の意

見表明）から出発するため、最初か

ら前面に立つ（proactive）に行動す

ることはできない（むしろreactive）。

しかし、財務諸表の記載が適切か

否かの意見表明は、会計監査人と被

監査企業の契約を超える高い次元の

行為であり、これからの会計監査人

は被監査企業の統治責任者（TCWG）

と同様、あるいはそれ以上に財務諸

表の利用者等との対話が求められて

いる。このことを考えれば、これま

で多くの場合にみられたように利用

者等の眼には防衛的すぎる（toode-

fensive）会計監査人のスタンスを見

直す段階なのかもしれない。必要に

応じて、被監査企業に対し早期警報

（earlywarningsysytem）の役割を

積極的に果たすことも考えられてよ

いのかもしれない。

上記のような抽象的な議論を差し

置いても、本稿第３回で述べたよう

に、監査報告書に係る監査基準の改

訂と監査人の独立性に係る倫理基準

の最近の議論は、会計監査人に新た

な展望を示している。企業の財務に

問題がある場合には、監査の具体的

なポイントをKAMとして指摘する

こと、あるいは、継続企業の前提に

懸念を示すことで、会計監査人は当

該企業の健全化とサステナビリティ

に貢献できる。それは、ステュワー

ドシップ・コードを通じて機関投資

家等によっても活用され得る。若い

世代の会計士には、そのベスト・プ

ラクティスを求めるような活力を期

待したい。そして、今日のように変

化の激しい企業社会では懐疑的なス

タンスがバランス感覚の支点になっ

ているが、職業的懐疑心の必要性を

明記されている会計監査人の責務は

ことのほか重い。会計監査人に求め

られている独立性はそのような動き

を後ろから支える。そのための会計

士教育・再教育は強調してもしすぎ

ることはない。

この足かけ８年の間、海外のみな

らず、国内においてもさまざまな関

係者と意見交換をする機会を得た。

JICPAの藤沼元会長以下の歴代会長

をはじめ、国際関係を担当された副

会長や常務理事等、また、証券市場

関係者、金融庁の総務企画局関係者、

国際公会計基準（IPSAS）の関係者、

そして亡くなられた中平幸典前信金

中央金庫理事長とは率直な意見交換

を行うことができた。この機会を通

じて改めてお礼を申し上げたい。

〈注〉

１ 日本語でも公益、公共の利益、

公共的利益、社会的利益等がある。

２ これは、2007年３月にJICPAか

ら出された「ビジョン・ペーパー：

日本公認会計士協会の進むべき方
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向性」であり、当時の同協会会務

運営の方向を示すものだった。す

なわち、（JICPAという）自主規

制団体の「施策・事業を通じ公認

会計士に課せられた使命である

『公共の利益（パブリック・イン

タレスト）の擁護』の遂行を支援

するという社会的使命を担ってい

る。」として、会務運営の具体的

な施策を示している。

３ 旧来の公益法人は、旧民法第34

条に基づくものだった。そして、

その公益目的事業の定義は、学術、

技芸、慈善その他の公益に関する

特定のものであって、不特定かつ

多数の者の利益の増進に寄与する

ものとしていた。そこでいう「公

益」は、会計監査について国際的

な理解が深まっているPIよりも多

岐にわたっている。なお、2013年

に導入されたJICPAの新タグライ

ン（本誌表紙の左下のタグライン

を参照）では、英語の・Engageinthe

PublicInterest・に対して（・Public

Interest・に「公益」という訳語

を当てず）「社会に貢献する公認

会計士」という意訳となっている。

（ちなみに、JICPAは、1949年に

任意団体として発足し、1966年以

前は民法第34条の公益法人だった

が、その後は公認会計士法で定め

る特殊法人となり、現在の位置付

けは特別の法律により設立される

民間法人（特別民間法人）である。

そして、 特別民間法人である

JICPAの会計処理は、その組織形

態や事業内容から公益法人会計基

準を適用している。）

４ www.ifac.org/sites/default/files

/publications/files/PPP％205％20

appendices.pdfを参照。

５ IFACの運営ポジション声明

（PolicyPosition）は、固定された

見解を示すものではなく、事態の

変化（asthinkingontopicsevolves,

ascircumstanceschange,andas

feedbackisreceived）に応じて見直

される性格のものであり、公表２年

後以降に再検討されるとされている。

６ もっとも、定義内容に全く触れ

なかったわけではない。例えば、

・thePIOBalsobelievesthatthe

fundamentalsofwhatisinthepub-

licinterestwillnotchangedramati-

callyovertimeandthat,inthe

contextofIFACreform andthe

PIOB'smandate,theinternational

publicinterestcanalreadybede-

fined.IntheviewofthePIOB,the

internationalpublicinterestisthat

whichiscoincidentandcommensu-

ratewithpromotingandprotecting

the integrity,transparency and

fairnessofglobalmarketsanden-

hancingthestabilityofglobalfi-

nancialsystems.・がある（第１回

パブリック・レポートの13頁。下

線は筆者。）。

７ これらは、企業財務情報の利用

者主権、適切な国際基準の設定等

を内容とするものである（具体的

には、・afocusontheusersofac-

countancy services;credible in-

ternationalstandardsetting;ap-

propriateinternationalstandards;

adoptionandimplementationofin-

ternationalstandards;andmoni-

toringevaluationoftheadoption

andimplementationofstandards・）。

８ 第６回パブリック・レポートの

４～６頁を参照。なお、本稿の以

下の英文の引用文での①等の番号

表記は筆者が加筆した。

９ 後述のIFACの定義に比べると

焦点を絞り、以下のようになって

いる。・Thepublicreferstothe

peopleasawhole.Itisnotlimited

tothosewhohaveretainedanac-

countantoraremakinguseofaset

ofaccounts.However,rarelywilla

particularaccountancyserviceaf-

fectallmembersofthepublicinthe

samemanner.Someaccountancy

servicesmightimpactalargeseg-

mentofthepublic,suchasthe

preparationofaccountsfororthe

auditofamultinationalbusinessor

governmententity.Othersmight

haveamorelimitedeffect.Withre-

specttoaparticularaccountancy

service,itisperhapsusefultofocus

onthesegmentofthepublicthatis

directlyorindirectlyaffectedby

suchaservice-inotherwords,the

stakeholders.・

10 英文では次のとおり。・ThePIOB

believesthattheaccountancypro-

fessioncanbestdosobyproviding

account-related information in

whichthepublichasconfidence.

Thisinformationwillbemosthelp-

fulifitisrelevanttotheusersand

istrustedbythemasafaithfulrep-

resentationoftheperformanceof

thereportedactivities.Auditsand

otherassuranceservicesplayan

importantrole---byprovidingan

objectiveandprofessionalviewin

whichusersmayhaveconfidence.・

11 PIの概念の動態的な側面（dy-

namicnature）については、第３

回パブリック・レポートのⅥ節の

20～25頁で ・------transparency,

proportionalityandcomparability

isavalidanchorfortheinterna-

tionalpublicinterest.However,
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thinkingofthepublicinterestinan

internationaldimensionalsointro-

ducesgreatercomplexityduetodif-

ferencesinlanguage,culture,legal

frameworks and level of de-

velopment.Whilethesedifferences

makeitmoredifficulttobuildunbi-

asedstructuresandagreeonap-

proachesthatdeliverthegreatest

globalwellbeing,theobjectiveof

cross-border confidence finds

strongsupportamongamultitude

ofconstituenciesaroundtheworld.

------ThePIOB'songoingcommu-

nicationswithboththeworldregu-

latorycommunityandtheglobal

accountingprofessionservetwo

purposes.They ensurethatthe

PIOBremainsinformedaboutex-

istingactivitiesdesignedtodeliver

improved financialreporting as

wellasevolvingpublicinterestis-

suesandconcerns.Theyalsopre-

sentopportunitiesforthePIOBto

promotefurtherdialogueaboutthe

structuresandprocessesthatcan

bestachieveinternationalpublicin-

terestobjectives.・としている。

なお、第１回から第４回のパブ

リック・レポートは、PIの国際的

側面を強調してIPI（international

publicinterest）という用語の箇所

もあるが、実質的にPIと同義である。

12 倫理基準については、本稿第３

回の脚注19、また、教育基準につ

いては本稿第１回の脚注18を参照。

13 具体的には、教育問題（会計監

査人のinitialandcontinuingpro-

fessionaleducation）、期待ギャッ

プに対するさらなる対処、会計監

査関係者と監督当局や投資家等の

対話の促進等が議論された模様で

ある。なお、ワークショップの内容

については、www.ipiob.org/medi

a/files/attach/Final％20PI％20Wo

rkshop％20Conclusions.pdfを参照。

14 CAGにおける幅広い見解の吸

収はPIの視点からきわめて重要な

ものであり、2003年のIFAC改革

以降、CAGの存在は基準設定に

おいて重要な位置付けとなってい

る。・ThecreationofrobustCAGs

toprovidepublicscrutinyandinput

tovariousstandard-settingproc-

esseshasbeenanimportantarchi-

tecturalelementofIFACreform.

Previously,onlytheInternational

AuditingPracticesCommittee（筆

者注：IAASBの前身）soughtthe

inputofaCAGaspartofitsstan-

dard-settingprocess.However,one

seriousdeficiencyofthismodelwas

thelackofanindependentCAG

chair.Thus,underIFACreforms,

thenewarchitecturenowincludes

CAGs-undertheleadershipofan

independentchair-foreachofthe

standard-settingboardsoverseen

bythePIOB.Themembershipof

these consultative groups com-

prises representatives ofstake-

holder organizations such as

regulators,usersandpreparersof

financialstatementsanddevelop-

mentinstitutions.Theroleofthe

CAGsistoprovideorganizedand

regularforawheretechnicalcon-

sultationonproposedneworre-

vised standardscan takeplace

betweenCAGmemberbodiesand

thestandard-settingboards.・（第

１回パブリック・レポートの４頁

を参照。）

15 2011年５月４日付けのwww.ios

co.org/library/comment_letters/p

df/IFAC-3.pdfを参照。そこでは、

・protectinginvestorsandenhanc-

ingtheintegrityandorderlyopera-

tionoftheinternationalcapital

markets・が強調され、IOSCOの

コメント全体の一貫した考え方と

なっている。

16 こういう定義論は読めば読むほ

ど意味が分かるというものではな

く、逆にさまざまな疑問が生じて

くる。むしろ、自分たちがやって

いることとどういう関係にあるの

か、情報の整理というのは、混乱

する交通状況の交通整理人、自動

車の販売ディーラー、金融商品の

フィナンシャル・アドバイザー等

とどこが違いどういう責任の違い

があるのか、という身近な視点か

ら議論する方が理解を得やすい。

なお、IFACペーパーの定義の中

にちりばめられている非財務情報

（non-financialinformation）や資

源問題（minimizationofnatural

resourcedepletion）等の表現を通

じて、温室効果ガス（carbonemis-

sion）関連業務等に強い関心を持

つIFACの現在の立場をみて取る

こともできる。

17 監査報告書の利用者には、監査

報告書の背後にある監査プロセス

がみえないために、企業側で作成

する財務諸表に対する会計監査人

による保証は筋の通ったものであ

る必要があり、そのためには監査

基準が（複数であってはならず）

１つでなければならない ・An

auditisanaudit・という原則的な

見解がある。

他方、実際には、企業の大小に

応じて取引の種類や単純さ（複雑

さ）が異なるため、監査手続の数
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や深度も異なる。監査基準はこう

した実態にも対応できるように、

中小規模の企業については柔軟に

対応する原則も取り入れられてい

る。これが「プロポーショナリティ

の原則」である（scalabilityと呼

ばれることもある。）。IFACのPI

論のペーパーでは、PIの問題を考

慮する際にこの原則の重要性を指

摘している。

なお、米国においては、公開企

業会計監視委員会（PCAOB）基

準は上場会社のみを対象としてお

り、EU等のプロポーショナリティ

の考え方とは異なる。

18 本稿第２回の３－２．監査基準

等の設定プロセス（細景）、及び

今回第４回の脚注14を参照。

19 2003年の公認会計士法改正にお

いて、第１条で「公認会計士は、

監査及び会計の専門家として、独

立した立場において、財務書類そ

の他の財務に関する情報の信頼性

を確保することにより、会社等の

公正な事業活動、投資者及び債権

者の保護等を図り、もつて国民経

済の健全な発展に寄与することを

使命とする。」としている。それ

以前の第１条は、単に定義規定が

置かれていただけだったが、同年

の改正において公認会計士の「使

命」と「職責」が明記された。そ

の内容は2002年の金融審議会で示

された基本認識をベースにした模

様だが、結果的に前述のPIOBや

IOSCOの国際的な基本認識にきわ

めて近いものになっていた。

20 2006年のIESBAの審議では、

PIEの定義の難しさを指摘しつつ

も、 ・a wide range ofstake-

holders・を念頭に ・Entityofsig-

nificantpublicinterest-Anentity

whichisofsignificantpublicinter-

estbecauseofthenatureofits

business,orbecauseitssize,its

numberofemployeesoritscorpo-

ratestatusissuchthatithasa

widerangeofstakeholders・とい

う議論を中心に定義論が行われて

いた模様である。

21 米英等では、電力・ガス・水道

等の公益事業体を指す ・public

utilities・（PU）という用語がある

が、この場合の公益事業体は、一

方で独占的な地位を与えられると

ともに、他方で何らかの形で公的

規制に従うものとして位置付けら

れてきた。PIEの概念は、ステー

クホルダーが広範に及ぶ点に着目

してその企業に厳しい監査ルール

を適用するという考え方に立って

おり、PUとは異質のものである。

22 PIEの範囲は、PLCを含むので、

PLCよりも広い。

23 英国の場合、国庫収支等に関す

る監査は中世の1314年まで遡る。

一方、企業に係る会計監査は、

1844年株式会社登記法が株式会社

の設立を簡便にするための準則主

義の導入（従来の特許状申請から

登記手続への転換）の見返りに、

会計・監査関連規定の導入等を盛

り込んだのが嚆矢と解されている。

そして、厳密な意味で英国におい

て株主の「有限」責任（考えよう

によっては「無」責任）の株式会

社関連法を集大成した株式会社法

（CompaniesAct）が成立したのは

1862年である。なお、1862年法で

は、会計監査役の選任と貸借対照

表の株主提示は任意となったが、

1880年代以降は会計監査が重視さ

れるようになった（山浦久司「会

計監査論」（第４版）中央経済社、

2008年（第３章）、及び、J.ミクルス

ウェイト・A.ウールドリッジ「株

式会社」ランダムハウス講談社、

2006年（序章～第３章）を参照。）。

24 英国勅許公認会計士 （Char-

teredCertifiedAccountant、ACCA）

の ・Closingthevaluegap:under-

standingtheaccountancyprofes-

sion in the 21st century・ の

・Nevertheless, accountants are

seenasbeingmoretrustworthy

thansomeothergroups,suchas

bankers,politicians,journalistsand

lawyers.・August2012（page6）

を参照。

25 投資家の立場からみた同氏の投

資会社バークシャー・ハザウェイ

の株主にあてたレターには ・At

theshareholderlevel,taxesand

frictionalcostsweighheavilyonin-

dividualinvestorswhentheyat-

tempttoreallocatecapitalamong

businessesandindustries.Eventax-

free institutionalinvestors face

majorcostsastheymovecapital

becausetheyusuallyneedinterme-

diariestodothisjob.A lotof

mouthswithexpensivetastesthen

clamortobefed-amongthemin-

vestment bankers, accountants,

consultants,lawyersandsuchcapi-

tal-reallocatorsasleveragedbuy-

out operators. Money-shufflers

don'tcomecheap.・というように、

会計士を手数料稼ぎの貪欲なグルー

プの一員として描いている。
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＊必須研修科目「監査の品質及び

不正リスク対応」研修教材
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